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平成 23 年度宇美町立中央公民館

耐震補強工事のお知らせ
社会教育課　℡９３３―２６００

　地震発生時、中央公民館を利用されている皆様の

安全確保を図るため、中央公民館耐震補強工事を行

います。

　工事期間中、騒音や振動の発生する作業について

は、極力調整し施工いたしますが、場合によっては

ご迷惑をお掛けすることも想定されますので、皆様

のご理解とご協力をお願いいたします。

　なお、工事期間中、安全確保等の観点から一部の

通路及び一部駐車場、２階談話室の利用はできませ

んのでご協力をお願いいたします。

○工事期間　平成23年６月下旬～10月中旬（予定）

○工事箇所　中央公民館大ホールの屋根及び外壁部等

「心と体の発達」
巡回教育相談のお知らせ

学校教育課　℡９３４―２２４５

　「心と体の発達」巡回教育相談では、お子さまの

心と体の発達状況について心配されていることや

不安に思われていることについて専門家（特別支援

学校教諭、巡回教育相談員）が相談に応じます。こ

の機会をぜひご利用ください。

○日時　７月21日（木）　９時～12時（要予約）

○場所　古賀市第２庁舎１階　市民交流室・相談室

　　　　（古賀市駅東１丁目１－１）

○相談対象　就学前児の保護者

○相談内容

　・日常生活で困っている問題

　・子どもの精神発達、発育障害に関する問題

　・幼稚園等で困っている問題

　・入学に関する問題　など

年金定期便相談を行います
住民課国保年金係　℡９３２－１１１１

　年金定期便が届いた方を対象に相談窓口を開設

します。相談は年金事務所に委託を受けた社会保険

労務士が対応しますので、お気軽にお越しください。

○持参するもの

　年金定期便、年金手帳、厚生年金の記録に疑義が

　ある場合は当時の給与明細等、代理の方がご相談

　される時は、「委任状」と代理の方の身分証明書

○日時　７月12日（火）９時～12時、13時～17時

○場所　役場１階多目的ホール

町民農園の利用者追加募集！
地域振興課　℡９３４－２２２３

　趣味を生かし、健康の増進をはかるため、野菜を

作ってみませんか？

○入園期間　抽選日から平成24年５月31日まで

○利用負担金　一区画　２，０００円

○一区画の面積　約 10 坪

○申込資格　宇美町に住所を有する方

　※現在ご利用の方は、申し込みはできません。　

○抽選日時　７月５日（火）９時半～　

○抽選会場　役場２階大会議室（左）

○持ってくるもの　印鑑、利用負担金

　※代理の方が申込まれる場合は委任状が必要です。

○募集農園・募集区画数　

　①第一農園(光正寺一丁目６番、往来路橋近く）１区画

　②第二農園（宇美二丁目宇美小学校近く）   ５区画

　③第三農園（宇美二丁目宇美小学校近く）   ５区画

特定健診・がん検診
追加申込のお知らせ

健康福祉課健康係（うみハピネス内）

℡９３３―０７７７

　７月に実施する特定健診・がん検診、30 歳代等の

健康診査の定員に余裕があります。まだ受診されて

いない方はこの機会にぜひお申し込みください。な

お、特定健診の対象者は、宇美町国民健康保険の加

入者です。

　なお、健診を申し込まれてない方には、町保健師

が健診説明のため訪問することがあります。

○健診日　７月７日（木）～７月 11 日（月）

○場所　うみハピネス

○申込方法　専用はがき

  ※うみハピネス、宇美町役場総合案内、住民課窓

　　口にも準備しています。

○申込期限　６月 24 日（金）

　※定員になり次第締め切ります。予約状況など詳

　　細については、お問い合わせください。

平成 23 年度国民年金保険料
免除申請のお知らせ

住民課国保年金係　℡９３２－１１１１

　毎年７月は国民年金保険料免除申請（学生を除

く）の年度切替の月になっています。７月以降の免

除をご希望の方は下記書類を持参の上、住民課②番

窓口までお越しください。また、22年度の免除申請

の受付は７月末までとなっておりますので、ご希望

の方は早めの申請をお願いいたします。

○持参するもの 

　年金手帳、離職票または雇用保険受給資格者証　

　（平成22年３月31日以降に離職された方で該当　

　する方のみ）、印鑑

子ども手当現況届のお知らせ
健康福祉課子ども手当係　℡９３４―２２４３

　平成 23 年度子ども手当は、つなぎ法案成立によ

り平成 23 年４月～９月の６ヵ月間は、これまでと

同じ月額１３，０００円で引き続き支給されるこ

とになりました。 

　通常、６月に現況届の届出が必要ですが、平成

23 年６月の現況届の提出は不要です。ただし、10

月に法改正によって届出、申請などが必要となる

ことがあります。　 

 詳細については現在未定のため、決定次第、広報

うみ・ホームページ・電子掲示板等でご案内いた

します。 

訪問介護員２級養成研修の受講者募集
【平日コース】

健康福祉課福祉係 ℡９３４－２２４３

　現在、ホームヘルプサービス事業に従事している

方又は今後従事したいと思われる方を対象に、養成

研修が開催されます。

○募集定員　３名

　※申込者多数の場合は抽選になります。

○講義日程　９月22日～12月８日の間の平日

　　　　　　９時半～16時45分（予定）

　※別日程で４、５日程度施設等での実習があります。

○受講費用　２０，０００円（テキスト代及び受講経費）

　※別途、施設実習の際に健康診断書（自己負担約

　　１０，０００円程度・予防接種代）が必要です。

○場所（予定）　日本赤十字社福岡県支部(福岡市南区)

○申込期限　８月10日(水)

○申込先　健康福祉課福祉係　℡９３４ー２２４３

　※申込の際、印鑑をお持ちください。

解雇や倒産などで離職された方は国民健康保険税が軽減されます
住民課国保年金係　℡９３２－１１１１

○対象者　平成 21年 3月 31日以降に離職し、次の全てに当てはまる方。 

　・離職日の時点で65歳未満　・雇用保険の特定受給資格者または、特定理由離職者

　※離職理由コードは、雇用保険受給資格者証に記載されています。
離職理由コード

11・12・21・22・31・32

23・33・34
※高年齢受給資格者（雇用保険受給資格者証の右上に高と表記がある方）と特例

　受給資格者（雇用保険受給資格者証の右上に特と表記のある方）は対象となりません。

○軽減制度の内容
　国民健康保険税は、前年の所得などにより算定さ 
　れます。軽減制度は、保険税を計算する際に、失業 
　者本人の前年の給与所得を 30/100 とみなして計算
　します。

○対象期間

　離職した翌日～翌年度末

　（平成 22 年度課税分から対象となります）

※平成 21年 3月 31 日から平成 22年 3月 30 日までに

　離職された方は、平成 22 年度に限り国民健康保険

　税が軽減されます。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続

　き対象となりますが、社会保険等に加入するなどし

　て国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了し

　ます。 

※対象期間内の保険税は遡って軽減されますので、対

　象となる方は申請してください。

○申請方法
　住民課国保年金窓口（②番窓口）に次のものをお持
　ちになり申請してください。
　・雇用保険受給資格者証（必ず原本をお持ちください）
　・印鑑
　・国民健康保険証（すでに国民健康保険に加入され
　 ている方のみ）


